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ガス導管事業者の 2019 年度託送収支の事後評価 1 
とりまとめ（案） 2 

 3 
2021年 2月 1日 4 

電力・ガス取引監視等委員会 料金制度専門会合 5 
 6 
１．背景 7 
2017 年度から施行されたガスシステム改革関連の制度改正により、ガス事業にライセン8 

ス制が導入され、ガス小売事業が全面自由化され、ガス導管事業は中立的なネットワーク部9 
門として引き続き地域独占とすることとされた。これを踏まえ、各一般ガス導管事業者及び10 
特定ガス導管事業者（以下「ガス導管事業者」という。）は新たな託送供給約款を策定して11 
2017 年 4 月から実施、その後、事業年度毎に託送収支計算書が公表されている。これを踏12 
まえ、2020 年 11 月 11 日付にて、経済産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業13 
者の 2019年度収支状況の確認について本委員会宛てに意見の求めがあった。 14 
これを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会料金制度専門会合において、法令に基づく事15 

後評価（ストック管理・フロー管理）を実施するとともに、追加的な分析・評価として、フ16 
ロー管理において変更命令の発動基準に該当した事業者の料金改定届出の内容等について17 
詳細分析を行った。 18 
 19 

２．ガス導管事業者の 2019 年度託送収支の法令に基づく事後評価の結果 20 
2019年度に事業を実施した全国のガス導管事業者（220社）のうち、託送供給約款を策定21 

している等の事業者（147社）について、2019年度の収支状況を評価した。 22 
 6社（うち 1社においては、2地区）（JERA（四日市コンビナート）、南遠州 PL、秋23 

田県天然瓦斯輸送、小千谷市、中部電力ミライズ、関西電力（堺地区）及び関西電力24 
（姫路地区））については、2019年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発25 
動基準となる一定水準額を超過した。 26 

 26社（東部ガス（秋田地区）、由利本荘市、熱海ガス、入間ガス、佐野ガス、静岡ガ27 
ス、諏訪ガス、中遠ガス、野田ガス、袋井ガス、湯河原ガス、吉田ガス、ガスネット28 
ワーク吉田 1、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス、JERA（四日市コンビナート地区）、29 
小千谷市、小田原ガス、北日本ガス、東日本ガス、広島ガス、水島ガス、筑紫ガス、30 
鳥栖ガス及び九州ガス圧送）については、2017～2019年度の想定単価と実績単価の乖31 

                                           
1 ガスネットワーク吉田は、鈴与商事に 2021年 1月に吸収合併されている。以下同じ。 
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離率が、変更命令の発動基準となる▲5%を超過した。 32 
 33 
これらの事業者については、それぞれ、以下のとおり対応することが適当である。 34 
① 以下②の 4社及び③の 1社を除く事業者（25社（うち 1社においては、2地区））に35 

ついては、期日 2までに託送供給約款の料金改定の届出が行われない場合、経済産業36 
大臣及び所管の経済産業局長から変更命令を行う。 37 

② 想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となる▲5％を超過した事業者38 
のうち、犬山ガス、大垣ガス、福山ガス及び広島ガスについては、現行の託送供給約39 
款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされたため、変更命令の対象外40 
とする。 41 

③ 当期超過利潤累積額が一定水準額を超過した事業者のうち、南遠州 PL については、42 
工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、耐用年数により分割して整理する旨の43 
事業者ルール 3を設定した上で、再公表された託送収支において、当期超過利潤累積44 
額が一定水準額を超過しないことを確認したため、変更命令の対象外とする。 45 
（注）南遠州 PL（特定ガス導管事業者）の託送収支計算書を確認したところ、当期超46 
過利潤額が一定水準額を超過した理由は以下の通りであった。 47 
 工事負担金収入を当期に一括して託送収支計算書の収益に計上し、工事負担金48 

収入が当期純利益に算入した結果、その当期純利益をもとに算出された当期超49 
過利潤額が一定水準額を超過したため。 50 

これは、特定ガス導管事業者については、一般ガス導管事業者と異なり、託送収51 
支計算書に工事負担金収入を耐用年数で分割して整理する制度的措置がないこと52 
によるものである。 53 
こうした事象は、特定ガス導管事業者の収支を正しく表していないと考えられる54 

ことから、特定ガス導管事業者においても、一般ガス導管事業者と同様に、託送収55 
支計算書に工事負担金収入を耐用年数で分割して整理することができる制度的措56 
置を速やかに講じることが適当である。（その旨、2020年 12月 7日に、電力・ガ57 
ス取引監視等委員会から経済産業大臣へ建議済み。） 58 
なお、南遠州 PLの 2019年度の託送収支については、上記の制度的措置を遡って59 

                                           
2 2021年 1月 1日：東部ガス（秋田地区）、熱海ガス、入間ガス、佐野ガス、静岡ガス、諏訪ガス、中

遠ガス、野田ガス、袋井ガス、吉田ガス、湯河原ガス及びガスネットワーク吉田 

2021年 4月 1日：JERA（四日市コンビナート地区）、小千谷市、中部電力ミライズ、由利本荘市、小

田原ガス、北日本ガス、東日本ガス、水島ガス、九州ガス圧送、筑紫ガス及び鳥栖

ガス 

2022年 4月 1日：秋田県天然瓦斯輸送、関西電力（堺地区）及び関西電力（姫路地区） 
3 ガス事業託送供給収支計算規則第 6条により、事業者は、事業実施に係る特別な事情が存在し、当該

事情を勘案せずに託送供給収支を整理することが合理的でない場合に、適正かつ合理的な範囲内で、規

定とは異なる算定方法を定めることができる。 
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適用することができないため、工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、耐用60 
年数により分割して整理する旨の事業者ルールを設定し、再提出された託送収支に61 
おいて、当期超過利潤額が一定水準額を超過しないことを確認した。 62 

 63 
３．変更命令の発動基準に該当した事業者の追加分析 64 
（１）料金改定の届出状況 65 
上記２．①の事業者のうち、1月～12月の会計年度を採用している 12社については、202066 

年 12 月中に託送供給約款料金の改定の届出が行われ、ガス事業託送供給約款料金算定規則67 
の規定に従って、託送供給約款届出料金が適切に算定されていることを確認した。 68 
また、4 月～3 月の会計年度を採用している 13 社（14 地区）に対応方針を聴取したとこ69 

ろ、全社期日までに料金改定を実施予定であるとの回答であった。 70 
 71 
（２）2017～2019年度の乖離率が▲5％を超過した事業者の料金値下げ届出内容の確認 72 
（１）のとおり、2021年 1月 1日が期日とされていた 12社については経済産業大臣及び73 

所管の経済産業局長に対して、2021 年 1 月 1 日を実施日とする託送供給約款の変更（料金74 
値下げ）の届出が行われたため、新料金の妥当性の確認を行った。具体的には、新料金にお75 
ける需要量と費用の想定が、2017～2019 年度の実績や今後の見込みを考慮した数字となっ76 
ているか確認した。 77 
 78 
①需要量 79 
事業者から聴取した情報をもとに分析したところ、8社においては妥当な想定需要と考え80 

られるが、4社（熱海ガス、中遠ガス、袋井ガス及び吉田ガス）においては今後の需要見込81 
みを新料金における想定需要に反映できていない可能性があるため、想定需要の合理性につ82 
いて 4社から聴取した。4社からは、主に、以下の説明があった。 83 
 2017～2019 年度の需要増の要因となった事象は今後も継続するものであるが、202084 

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により 2019 年度と比較して実績需要が減少85 
する見込み。 86 

 2021年度以降も、新型コロナウイルス感染症の影響による 2020年度の需要減を考慮87 
し想定需要を据え置いた（又は、新型コロナウイルス感染症の影響の不確実性が大き88 
く需要量を見通しがたい）。 89 

 これらの確認の結果、●●ガスについては、～～な理由から、●●ガスについては、～～90 
な理由から、新料金の想定需要が妥当とは言い切れないと判断した。 91 
 92 
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②費用 93 
事業者から聴取した情報をもとに分析したところ、8社においては妥当な想定費用と考え94 

られるが、4社（東部ガス、熱海ガス、諏訪ガス及び中遠ガス）においては今後の費用見込95 
みを新料金における想定費用に反映できていない可能性があるため、これら 4 社について96 
は、更にその詳細を確認した。 97 
4 社については、いずれも届出上限値方式を選択し、値下げを行った。そこで、4 社の料98 

金値下げ原資が適切かどうかを確認するため、旧料金のずれ（想定費用－実績費用）と料金99 
値下げ原資を比較した。その結果、1社（東部ガス）については、旧料金のずれに比べ、今100 
回の料金値下げ原資が大きいことを確認した。他方で、3社（熱海ガス、諏訪ガス及び中遠101 
ガス）において、旧料金のずれに比べ、今回の料金値下げ原資が小さいことが確認されたた102 
め、その合理性について聴取した。3社からは、主に以下の説明があった。 103 
 事業者間精算費は、旧料金の想定原価には 2017～2019年度の 36か月分が織り込まれ104 

ているが、2017 年 4 月以降の制度改正前のため、実績費用には 2017 年 1 月～3 月分105 
が存在せず、実績費用は 33 か月分になっていることが要因となり、旧料金の想定原106 
価と実績費用に乖離が発生した。当該 2017 年 1 月～3 月の事業者間精算費の実績相107 
当額分を除いて料金引下げ原資を算定した。（諏訪ガス） 108 

 2017～2019 年度の想定原価は、2017 年度に限り適用された簡易な方式により算定す109 
ることとされた。想定原価と実績費用の比較では、簡易な方式を用いた項目において110 
乖離が発生している。その主な要因は減価償却費の乖離だが、2020年までに実施した111 
投資により託送資産が増加していることから、2017～2019年度実績と比較して、2021112 
～2023年度は減価償却費の増加を見込んでいる。こうした中、修繕費等、将来に見込113 
まれる原価低減分を値下げ原資とした。（中遠ガス） 114 

 2017～2019 年度の想定原価と実績費用の比較では乖離が発生しているが、今回の値115 
下げ届出の原資算定期間である 2021～2023年度以降の費用を想定すると、①労務費、116 
②減価償却費及び③修繕費において 2017～2019 年度実績費用から増加する見込みで117 
あるため、今回届出の料金引下げ原資は適切であると認識している。（熱海ガス） 118 

これらの確認の結果、●●ガスについては、～～な理由から、●●ガスについては、～～119 
な理由から、新料金の想定費用が妥当とは言い切れないと判断した。 120 
 121 
③本項目のまとめ 122 
上記①のとおり、新料金の想定需要が妥当とは言い切れない●●ガス、●●ガス及び●●123 

ガス並びに、上記②のとおり、新料金の想定費用が妥当とは言い切れない●●ガス、●●ガ124 
ス及び●●ガスについては、今般の料金値下げが妥当とは言い切れないと判断した。 125 
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 126 
（３）料金値下げ届出内容の確認結果を踏まえた対応 127 
（２）の確認結果を踏まえ、以下のとおり対応することが適当である。 128 
① 今般の料金値下げが妥当とは言い切れない事業者（●●ガス、●●ガス及び●●ガス）129 

については、「2021年度期中に、事業者自ら需要量や費用の状況を評価し、想定と実130 
績が乖離する場合には、2022年度の事業開始までに合理的な値下げをすること。」を131 
要請する。 132 

② ガス託送料金の原価算定の方式は、現行制度上、超過利潤累積額が一定水準額を超過133 
した場合 4を除き、総括原価方式と届出上限値方式のいずれかを選択することとされ134 
ており、その選択した方式に沿って変更後の料金を算定することとされている。今般135 
の値下げ届出においては、届出上限値方式を選択した事業者が多くみられた（10社）136 
が、そのうち、●社において、今般の料金値下げが妥当とは言い切れないと判断され137 
た。 138 
届出上限値方式の制度趣旨は、値下げ前の託送料金原価の適正性が十分に確認され139 

ている状況であれば、総括原価方式に比べ簡易である同方式を通じ、料金値下げの機140 
動性向上が図られることにある。しかしながら、これまで本会合で事後評価を行って141 
きたとおり、新制度に基づく各社の託送料金（2017年 4月実施）の原価については、142 
一部の事業者で、今回限り認められた簡易な原価算定方式が適用された費用項目にお143 
いて、「実績費用と想定原価との大きなずれ」が確認されており、本来制度が前提と144 
していた状況に必ずしも当てはまらないケースがありうる。 145 
こうしたことから、新料金に基づく託送料金（2017年 4月実施）の認可を受けた事146 

業者で、乖離率が▲5％を超過し、料金値下げ届出を行おうとする場合、届出上限値147 
方式により料金を算定することは適切ではないと考えられる。したがって、こうした148 
事業者については、より精緻に算定され、且つ、透明性が確保されると考えられる「総149 
括原価方式での値下げ」を行う必要性が高いと考えられる。以上を踏まえ、こうした150 
事業者が次に料金値下げ届出を行おうとする場合、選択制ではなく、総括原価方式で151 
行わなければならない旨の制度的措置を速やかに講じる 5。 152 

  153 

                                           
4 超過利潤累積額が一定水準額を超過した事業者のうち、一度総括原価方式によって値下げ届出（ある

いは値上げ認可申請）を行った事業者は除く。 
5 一度総括原価方式によって値下げ届出（あるいは値上げ認可申請）を行った後は、託送料金原価は適

正化されたと考えられることから、それ以降は、通常のルールに基づき、総括原価方式と届出上限値方

式の選択制を認める。 
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